
神
社
本
庁
別
表
指
定
神
社

麟
鍬
嫌

上

川

神

社

略

記

北
海
道
旭
川
市
神
楽
岡
公
園
二
番
地

一

（〒
９
今
全
モ
）

神

楽

岡

本

官

電

話

（〇

三
ハ
エＣ

六
五
―
三

一
五

一
番

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
　
　
　
　
　
六
五
―
三

一
五
二
番

常
磐
公
園
頓
宮
　
電
　
話
　
　
　
　
　
　
一
〓
一―
五
九
二
四
番

御
祭
神

主
　
神
　
天
照
皇
大
御
神
　
　
大
己
貴
大
神
　
　
少
彦
名
大
神

左
　
座
　
畿
露
叫
槻
　
鴬
場
「鳥
鷲
　
罵
ル
ギ
獲
崚
繊
　
嚇
衛
か
が
鷲

獣
ぶ
媚
鏡
　
犯
窺
就
郵

右

座

雛
雌
麟
巧
鑓

幾
ぼ
轟
町
価

な
曜
鷲
岬鱒
儀

規
鳩
避
鮭
儀

讚
例
　
祭
―
七
角
叫
，立
上
可
甲
金
企
年
■
＋
寸
印
宵
富
祭
―
二
斗
ヰ
ー
‐一＋
■
平
目
に
は
御
神
輿
が
市
内
を
巡
る

鉦
梅
事
業
が
あ
り
ま
す
。）

赫
戯
郷

（
万
百
）、
た
鋪
枠
事

（
万
吉
ヽ
ど
ん
ど
焼
き
に
用
い
る
清
浄
な
火
を
鉾
り
出
す
お
祭
）

錦
馨

■

・享

こ

ヽ
春
分
祭

２
月春Ｃ
、
硫
無
知

（大祭
・四月十七
こ
、
昭
和
祭

含
月
一責
こ

大

礎

（育
旱
３
ヽ
秋
分
祭

（斉
贅
）、
神
嘗
奉
祝
祭

（方
ｔ
こ
、
明
治
祭

（十
Ξ
一こ

締
離
恭

（套
率
万
手
詈
）、
瓦
霧

鷲

（主
星
菫
３
ヽ
鷲
は薩

・
阻
養
郷

↑
青
手
百
）

月
次
祭
　
毎
月

一
日
、
二
十

一
日

一、
越
郎
対
洵
督
（境
内
社
）

昭
和
四
十

一
年
学
問
・諸
芸
の
守
り
神
で
あ
る
蘇
魔
逮
期
へ
の
機
が
認
を
蒸
ゴ
膚
飛
滅
ぎ
か
ら
戴
き
、
同

宮
の
西
高
辻
信
貞
宮
司

（御
祭
神
の
子
孫
）
参
向
の
も
と
に
お
祀
り
し
ま
し
た
。



由
緒旭

川
の
ま
ち
作
り
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
先
人
達
は
、
明
治
二
十
六
年
七
月
上
川
地
方
開
拓
守
護

・
旭
川
の

鏡
観
と
し
て
、
義
経
台
と
呼
ば
れ
た
現
在
の
旭
川
駅
付
近
の
高
台
に
鵞
鷹
聾
鷲
概
枇
を
お
祀
り
し
ま
し
た
。

鉄
道
の
設
置
や
ま
ち
の
発
展
に
と
も
な
い
、
明
治
三
十

一
年
に
神
社
を
六

・
七
条
通
八
丁
目
に
、
三
十
五
年

宮
下
通
二
十

一
丁
目
に
お
移
し
し
、
そ
の
後
、
征
籍
就
に
規
醜
託
鷲
概

・
媒
メ
）亀
た
権
を
は
じ
め
左
座
・右

座
の
神
々
を
合
わ
せ
て
お
祀
り
し
ま
し
た
。
大
正
十
三
年
六
月
六
日
神
々
が
鎮
ま
る
適
地
と
し
て
、
か
つ
て

上
川
離
宮
建
設
が
決
定
さ
れ
た
神
楽
岡
に
神
社
を
お
移
し
し
ま
し
た
。

昭
和
四
年
に
は
賀
陽
官
恒
憲
王
殿
下
、
昭
和
八
年
に
は
閑
院
宮
春
仁
王
殿
下
、
李
王
銀
殿
下
の
御
参
拝
が
あ

り
、
昭
和
十

一
年
九
月
二
十
六
日
に
は
天
皇
陛
下
が
旭
川
に
行

幸
の
際
、
御
使
徳
大
寺
侍
従
を
つ
か
わ
さ
れ

御
幣
畠
を
実
じ
御
拝
を
賜
り
ま
し
た
。

昭
和
四
十
三
年
に
は
従
質
座ざ
七
十
五
周
年
の
記
念
事
業
に
あ
た
り
、
仇
舛
社
鴬
よ
り
昭
和
四
年
第
二
十
人

回
理
鏡
冠
密
御
調
進
の
征
射
だ
（観
か鐵
）
・征
梅
ゴ
（概
機
・鶴
鑽
）
の
御
下
附
を
戴
き
ま
し
た
。

平
成
四
年
右
座
の
御
祭
神
に
岩
村
家
御
参
列
の
も
と
に
岩
村
通
俊
命
合
祀
祭
・御
創
祀
百
年
祭
を
斎
行
し

ま
し
た
。
右
座
に
は
北
海
道
開
拓
、
上
川
地
方
、
旭
川
の
発
展
に
特
に
ご
功
労
の
あ
る
方
々
を
御
祭
神
と
し

て
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

社
殿
、
工
作
物

大
正
十
三
年
北
海
道
産
蝦
夷
松
材
で
、
大
正
九
年
か
ら
四
年
の
年
月
を
か
け
本
宮
並
び
に
頓
宮
の
社
殿
を

造
営
し
ま
し
た
。
昭
和
十

一
年
に
百
六
段
の
石
段
を
新
設
し
、
三
十
年
に
神
居
古
渾
石
の
手
水
舎
を
完
成
。

四
十
二
年
神
域
に
花
同
岩
玉
垣
を
巡
ら
す
な
ど
、
社
殿

。
境
内
地
の
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
平
成
四
年

上
川
神
社
が
で
き
て
百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
社
殿
の
大
改
修
を
行
い
、
六
年
に
は
能
の
上
演
が
で
き
る
舞

殿
を
建
設
し
ま
し
た
。
境
内
地
に
あ
る
鳥
居
、
燈
籠
、
狛
犬
な
ど
は
、
社
殿
造
営
と
同
様
に
市
民
氏
子
の
方

々
が
資
金
を
奉
納
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。



《神
楽
岡
の
鳥
》

神

楽

岡

史

蹟

記

念

碑

並

び

に

欧

碑

　̈
明
治
天
皇
は
北
海
道
開
拓
に
御
心
を
注
が
れ
、
明
治
二
十
二
年
十
二
月
二
十

一人
日
に
神
楽
岡
を
以
て
上
川
離
官
の
予
定
地
と
定
め
ら
れ
た
。

一　
こ
れ
は
当
神
社
御
祭
神
で
あ
る
岩
村
通
俊
命
が

「上
川
に
北
京
を
実
く
議
」
を

一太
政
大
臣
に
上
申
し
、
更
に
永
山
武
四
郎
将
軍
が
此
の
岡
に
登
ら
れ

一
　

「上
川
の
清
き
流
れ
に
身
を
そ
そ
ぎ
　
神
楽
の
岡
に
幸
行
仰
が
ん
」

¨
　

「畏
み
し
神
の
ま
し
ま
す
位
山
　
民
仰
ぐ
べ
き
御
幸
を
ぞ
待

つ
」
と
詠
ま
れ
、

上̈
川
離
宮
御
造
営
の
建
白
を
な
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

　̈
こ
の
地
は
明
治
四
十
四
年
大
正
天
皇
が
皇
太
子
の
時
代
に
行
啓
さ
れ
、
市
民
生

活̈
と
上
川
平
原
の
豊
か
な
る
を
ご
視
察
に
な
ら
れ
た
地
で
も
あ
り
、
上
川
神
社
が

一
こ
の
由
緒
深
き
地
に
鎮
座
す
る
に
よ
り
、　
こ
の
自
来
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
昭
和

人̈
年
に
建
碑
さ
れ
ま
し
た
。

一　
碑
の
後
方
に
は
こ
の
詠
を
男
爵
永
山
武
敏
氏
に
揮
宅
戴
い
た
歌
碑
が
建
て
ら
れ

一て
い
ま
す
。

¨

アカハラ
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神

楽

岡

に

関

す

る

伝

説

　

　

　

一

昔
、
日
の
神
チ

ュ
プ
カ
ム
イ
が
他
の
神
様
達
と
こ
の
丘
に
集
ま

っ
て
神
楽
を
し
一

て
遊
ん
で
い
る
と
、
ア
イ
ヌ
の
先
祖
達
が
柳
の
本
で
木
幣
を
作

っ
て
そ
の
神
々
に
一

捧
げ
た
の
で
、
神
様
達
は
大
変
喜
ん
で
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
時
間
を
忘
れ
て
一

神
楽
を

つ
づ
け
人
間
達
に
神
謡

（カ
ム
イ
ユ
ー
カ
ラ
）
を
教
え
た
の
で
、
ア
イ
ヌ
一

達
も
す

っ
か
り
喜
ん
で
う
か
れ
出
し

一
緒
に
な

つ
て
踊
り
を
お
ど

つ
た
の
で
、
こ
一

の
土
地
を

ヘ
イ
ツ
ツ
イ
ウ
シ
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
、
別
に
イ
ナ
オ
サ
ン

（祭
壇
γ

と
も
言

っ
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

昔
立
派
な
シ
ヤ
モ

（和
人
）
が
上
川

コ
タ
ン
に
来
た
事
が
あ
る
。
此
の
シ
ャ
モ
一

は

一
人
の
ア
イ
ヌ
を
案
内
役
と
し
て
忠
別
川
を
丸
木
舟
で
遡
上
し
現
在

の
神
楽
岡
¨

の
上
に
上
陸
し
、
広

々
と
し
た
上
川
平
原
を
眺
め
其
の
壮
大
さ
に
感
じ
、
「あ
ゝ
」
一

と
嘆
声
を
発
し
つ
い
に
歌
い
始
め
た
。
そ
の
美
声
が
高
く
低
く
長
く
流
れ
る
と
案
一

内
の
ア
イ
ヌ
も

つ
い
そ
の
歌
に
つ
り
こ
ま
れ
て
我
を
忘
れ
て
手
を
拍
ち

「
ヘ
ッ
ヘ
一

ッ
」
と
囃
し
た
て
た
。
こ
れ
か
ら
ア
イ
ヌ
ゥ
タ
リ
達
は
神
楽
岡
の
こ
と
を

ヘ
ツ
ツ
一

イ
ウ
シ
と
呼
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

ヘ
ッ
ツ
イ
は
ア
イ
ヌ
語
の
囃
の
義
、
ウ
シ
は
岡
の
意
で
あ
る
か
ら
囃
の
岡
の
意
一

味
と
な
る
。
神
楽
岡
に
ち
な
む
伝
説
の

一
つ
と
し
て
味
わ
い
た
い
。
　
　
　
　
　
¨

ヘ
イ
ッ
ツ
イ
ウ
シ
は
神
楽
場
の
意
．で
あ

っ
て
昔
チ

ュ
プ
カ
ム
イ

（
日
の
神
）
が
一

天
に
い
る
ホ
ロ
ケ
ウ
カ
ム
イ

（注

・
狼
を
さ
す
）
そ
の
他
の
カ
ム
イ
達
と
此
の
丘
¨

に
集

っ
て
歌
舞
し
た
と
き
に
ア
イ
ヌ
の
先
祖
が
イ
ナ
ホ

（柳
で
つ
く

っ
た
も
の
）
一

で
ヌ
サ
を
作

っ
て
捧
げ
た
の
で
神
々
達
が
大
い
に
喜
ば
れ
、
カ
ム
イ
ユ
ー
カ
ラ
を
一

教
え
手
拍
子
揃
え
て
舞

っ
て
見
せ
た
の
で
ア
イ
ヌ
達
も
自
然
に
浮
か
れ
出
し
て
足
¨

拍
子
揃
え
て
ウ
ポ
ポ
を
唱
え
た
事
か
ら
此
の
名
が

つ
い
た
の
で
あ
る
。
別
名
ナ
イ
¨

オ
サ

ニ
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（近
江
正

一

「伝
説
の
旭
川
及
そ
の
附
近
し
　
一

一
説
に
、
神
楽
岡
は
は
る
か
石
狩
川
を
は
さ
ん
で
嵐
山
と
と
も
に
景
色
は
よ
し
¨

食
物
は
豊
か
で
、
カ
ム
イ
の
い
る
聖
地
と
し
て
清
浄
な
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
。
一

そ
し
て
、
神
楽
岡
の
聖
地
で
は
、
嵐
山
の
聖
地
に
神
々
が
あ
ま
降

っ
て
歌
い
舞
う
一

そ
の
ど
よ
め
き
が
よ
く
き
こ
え
、
こ
ち
ら
の
神

々
も

つ
い
そ
れ
に
唱
和
し
て

ヘ
ッ
一

ヘ
ッ
と
拍
子
お
も
し
ろ
く
舞
い
出
す
、
そ
れ
で
こ
こ
を

ヘ
ツ
ツ
イ
ウ
シ
と
い
　
　
一

う
よ
う
に
な

つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

（伝
宮
本
ヌ
マ
テ
サ
ン
姐

「旭
川
市
史
し
　
一

《
注

・
神
楽
岡
の
原
文
は
ナ
ヨ
サ

ニ
・
ナ
ヱ
（イ
）
オ
サ

ニ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
γ

シジュウカ:
ドリ


